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議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

 

 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により知事から意見を求めら

れた令和８年２月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁

規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 

 

 

令和８年３月27日 

 

 

大阪府教育委員会       

 

〇予算案 

 １ 令和８年度大阪府一般会計予算の件（教育委員会関係分） 

 ２ 令和７年度大阪府一般会計補正予算（第７号）の件（教育委員会関係分） 

３ 令和７年度大阪府一般会計補正予算（第８号）の件（教育委員会関係分） 

 

〇事件議決案 

 １ 工事請負契約締結の件（大阪府立高等学校施設整備事業） 

２ 工事請負契約締結の件（大阪府立支援学校施設整備事業） 

 ３ 大阪府立高等学校における食堂の使用及び自動販売機の設置に係る光熱水費に相当

する負担金に関する債権放棄の件 

 ４ 指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設） 

 

〇条例案 

 １ 大阪府高等学校等教育改革促進基金条例制定の件 

 ２ 大阪府附属機関条例等一部改正の件 

３ 職員の給与に関する条例及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例一

部改正の件 

４ 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正の件 

５ 大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正の件 

６ 大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に

関する条例一部改正の件 
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７ 大阪府立学校条例及び大阪府教育センター条例一部改正の件 

８ 府費負担教職員定数条例一部改正の件 

 

 

＜参考＞ 

  〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （教育委員会の意見聴取） 

第29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分そ

の他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

  〇大阪府教育委員会事務決裁規則 

(委員会決裁事項) 

第３条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 

 一 ～ 五 （略） 

六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条に規定する意見の申出に関

すること。 

七 （略） 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその

事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において

報告し、その承認を受けるものとする。 



第２次教育振興
基本計画項目

予算額（千円）
（参考）

2月16日報告内容
予算額（千円）

① 小学生新学力テスト事業費 313,606 313,606

② 中学生学びチャレンジ事業費 382,822 382,822

③ 市町村立学校スマートスクール推進事業費 6,934 6,934

④ 府立学校スマートスクール推進事業費 拡充 4,072,349 4,072,349

⑤ ＧＩＧＡスクール構想加速化基金事業費 3,955,348 3,955,348

⑥
おおさかグローバル人材育成事業費（教育振興事業）
（生成AI活用事業など）

拡充 370,900 370,900

⑦
英語教育推進事業費
（姉妹校交流支援、高校生大使派遣プロジェクトなど）

拡充 741,076 741,076

⑧ グローバルリーダーズハイスクール支援事業費 26,244 26,244

⑨
府立高等学校再編整備事業費
（商業系・農業高校、学びの多様化学校など）

拡充 1,333,712 1,333,712

⑩ 工業系高等学校新校整備事業費 2,241,204 2,241,204

⑪ 知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費 50,659 50,659

⑫ 障がいのある生徒の高校生活支援事業費 140,469 140,469

⑬ 日本語指導推進事業費（小中学校） 拡充 81,142 81,142

⑭
日本語教育学校支援事業費
（日本語指導拠点校整備など）

拡充 130,291 130,291

⑮ 府立図書館運営費 1,225,592 811,598

⑯ 府立学校入学者選抜等デジタル化推進事業費 拡充 106,288 106,288

⑰ 不登校等対策支援事業費 拡充 254,705 254,705

① いじめ・虐待等対応支援体制構築事業費 15,171 15,171

② 課題を抱える生徒フォローアップ事業費 拡充 69,003 69,003

③ ヤングケアラー支援体制強化事業費 74,788 74,788

④ スクールカウンセラー配置事業費 拡充 1,069,106 1,069,106

⑤ スクールソーシャルワーカー配置事業費 76,243 76,243

⑥ 教育総合相談事業費 32,318 32,318

⑦ ＳＮＳ活用相談体制整備事業費 30,772 30,772

⑧ 文化財保護管理費 拡充 173,710 173,710

⑨ 学校給食実施費 拡充 24,461,480 25,012,563

⑩ 地域クラブ活動体制整備等事業費 拡充 349,024 349,024

① 教育庁ハートフルオフィス推進事業費 63,656 63,656

② 部活動指導員等配置事業費 拡充 164,495 164,495

① 教育コミュニティづくり推進事業費 58,084 58,084

② 広報強化推進事業費 拡充 446,209 446,209

③ 府立学校産学官共創教育モデル事業費 新規 198,000 198,000

※【基本方針２】の②～⑤の事業も【基本方針４】に該当（再掲） 1,289,140 1,289,140

主な事業

【基本方針１】
確かな学力の定着と
               学びの深化

【基本方針２】
豊かな心と
      健やかな体の育成

【基本方針３】
将来をみすえた自主性
           ・自立性の育成

【基本方針４】
多様な主体との協働

令和８年度 教育庁予算の主な事業

６，８０５億３，４９７万４千円

６，０９０億７，２２５万６千円

６，０５８億７，４１８万７千円

１１１．７％

一般会計

令和８年度当初予算額

令和７年度当初予算額

令和７年度最終予算額

前年比　R8当初／R7当初
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第２次教育振興
基本計画項目

予算額（千円）
（参考）

2月16日報告内容
予算額（千円）

主な事業

① 教員確保事業費 新規 22,449 22,449

② 教職員資質向上方策推進事業費 60,150 60,150

③ 学校経営推進事業費 拡充 63,386 63,386

④ 校長マネジメント推進事業費 206,534 206,534

⑤ 府立学校教育ＩＣＴ化推進事業費 1,379,062 1,379,062

⑥ 府立学校働き方改革推進事業費 17,888 17,888

⑦ 災害時学校支援体制構築事業費 新規 1,237 1,237

※【基本方針２】の⑩、【基本方針３】の②の事業も【基本方針５】に該当（再掲） 513,519 513,519

① 就学支援金関連事業費 拡充 69,186,505 69,186,505

② 知的障がい支援学校新校整備事業費 3,528,158 3,528,158

③ 市町村医療的ケア実施体制サポート事業費 63,034 63,034

④ 医療的ケア通学支援事業費 971,649 971,649

⑤
府立学校老朽化対策費
（内装リニューアル、旭・東住吉改築基本構想策定など）

拡充 3,160,710 3,160,710

⑥ 府立学校施設・設備改修費 700,329 700,329

⑦ 府立学校施設設備緊急改修事業費 1,142,993 1,142,993

⑧ 府立学校施設長寿命化整備事業費 8,651,133 8,651,133

⑨ 高等学校教育環境改善事業費 967,127 967,127

⑩ スクールサポートスタッフ配置事業費 149,853 149,853

⑪ 大阪府育英会助成費 573,407 573,407

⑫ 学習環境改善事業費（府立学校トイレ改修） 1,668,374 1,668,374

⑬ 大阪教育ゆめ基金積立金 113,880 113,880

⑭ ＡＩ電話対応システム事業費 新規 10,463 10,463

① 私立高等学校等振興助成費 拡充 43,296,013 42,057,232

② 私立高等学校等生徒授業料支援補助金 拡充 13,791,579 13,791,579

③ 私立幼稚園振興助成費 5,056,027 4,958,117

④ 施設型給付費等負担金 16,385,973 16,385,973

⑤ 子育て支援施設等利用給付費負担金 1,383,123 1,383,123

⑥ 私立専門学校授業料等減免事業費 7,837,325 7,837,325

【基本方針５】
力と熱意を備えた教員
          と学校組織づくり

【基本方針６】
学びを支える環境整備

【基本方針７】
私立学校の振興

私立学校に関する事

業であるため協議の

対象外

 1-4



　　３２億８，１９３万５千円

▲１６６億１，５３２万９千円

６，１９２億７５８万１千円

６，０５８億７，４１８万７千円

※第８号補正予算額については、定例的な各種事業費の増減に係るもの。

上段　補正額

中段　補正前予算額

下段　補正後予算額

事　　業　　名 事　業　内　容　の　説　明

30億4,591万7千円

0

30億4,591万7千円

6,000万円

0

6,000万円

教育庁  令和７年度一般会計補正予算案の概要

一般会計

第７号補正予算額

※第８号補正予算額

補正前予算額

補正後予算額

【 国 経 済 対 策 】
高 等 学 校 等 教 育 改 革
促 進 基 金 積 立 金

国から令和７年度中に提示される「高校教育改革に関するグランドデザ
イン2040（仮称）」に沿った、高等学校における産業イノベーション人
材の育成など、緊要性のある取組みを実施するために必要な経費を積み
立てる。

第７号補正予算案の概要

〔　一　般　会　計　〕

事 業 費

【 国 経 済 対 策 】
Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル
構想加速化基金事業費

　令和２～３年度に整備した「１人１台端末」について、ＧＩＧＡス
クール構想第２期を念頭に、令和６年度から５年程度をかけて端末を計
画的に更新するとともに、端末故障時のための予備機の整備も進めるた
めに、必要な経費の積み立てを行う。
〇対象：公立の小学校、中学校、義務教育学校、
　　　　支援学校（小学部・中学部）
　　　　※入出力支援装置のみ
　　　　　公立の高等学校、支援学校（高等部）
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○事件議決案 
番号 件     名 概          要 

１ 工事請負契約締結の件

（大阪府立高等学校施

設整備事業） 

大阪府立新工業系高等学校（仮称）改築機械設備工事（そ

の２）請負契約 
契約金額 １５億２，９００万円 
請 負 者 川崎設備工業株式会社 
 

２ 工事請負契約締結の件

（大阪府立支援学校施

設整備事業） 

(1) 大阪府立大阪市北東部地域支援学校（仮称）改修その他
工事請負契約 
契約金額 ２１億９，４５０万円 
請 負 者 株式会社淺沼組 
 

(2) 大阪府立大阪市北東部地域支援学校（仮称）改修その他
電気設備工事（その２）請負契約 
契約金額 ５億８，６０２万６００円 
請 負 者 鶴田電設株式会社 

 
３ 大阪府立長野高等学校

における食堂の使用及

び自動販売機の設置に

係る光熱水費に相当す

る負担金に関する債権

放棄の件 

大阪府立長野高等学校における食堂の使用及び自動販売

機の設置に係る光熱水費に相当する負担金の債務者に対し

て、大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求め

るもの。 
件  数  １件 
金  額  回収不能となった５１万２９３円及び当

該負担金に係る遅延損害金 
 

４ 指定管理者の指定の件

（教育委員会所管施設） 
(1) 大阪府立臨海スポーツセンター 

指 定 期 間  令和８年４月１日から 
        令和９年３月３１日まで 
指定する団体  南海ビルサービス株式会社 
 

(2) 大阪府立中央図書館 
指 定 期 間  令和８年４月１日から 
        令和１３年３月３１日まで 
指定する団体  長谷工・大阪共立・ＴＲＣグループ 
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○条例案 
番号 件     名 概          要 

１ 大阪府高等学校等教育

改革促進基金条例制定

の件 

公立の高等学校等における教育改革の推進のための事業

に要する資金を積み立てるため、高等学校等教育改革促進基

金の設置、積立て、管理等について定める。 

    施行日：公布の日 

 

２ 大阪府附属機関条例等

一部改正の件 

委員の本業及び主要都道府県等の報酬の水準等を踏まえ、

附属機関の委員の報酬の上限額を改定する。 

〔改正前〕日額 ９，８００円 

〔改正後〕日額 １８，０００円 等 

    施行日：令和８年４月１日 

〔関係条例〕 

・大阪府スポーツ推進審議会条例 

・大阪府社会教育委員条例 

・大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及

び費用弁償に関する条例 

・大阪府文化財保護審議会条例 

・大阪府立図書館協議会条例 

 

３ 職員の給与に関する条

例及び技能労務職員の

給与の種類及び基準に

関する条例一部改正の

件 

１ 地方自治法の改正に伴い、給料等の額が、在勤する地域

における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会で

定める額を下回る職員に対して、その差額を月額に換算し

た額を支給するための第二種初任給調整手当を新設する。 

２ 令和７年１０月の人事委員会の勧告等を踏まえ、所要の

改正を行う。 

〔主な改正内容〕 

・交通の用具を使用する職員についての通勤手当を、 

６６，４００円を超えない範囲内で使用距離の区分に 

応じて人事委員会規則で定める額とする。 

・駐車場等を利用する職員についての通勤手当を新設す

る。 

施行日：令和８年４月１日 
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４ 職員の特殊勤務手当に

関する条例一部改正の

件 

義務教育費国庫負担金の算定基準額の引上げが行われる

ことに伴い、週休日等に行う部活動等における指導に係る教

員特殊業務手当について、額の引上げ等を行う。 

〔改正前〕４時間以上 ３，６００円 

〔改正後〕３時間以上 ３，９００円 等 

施行日：規則で定める日 

 

５ 大阪府指定障害児通所

支援事業者の指定並び

に指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営

に関する基準を定める

条例等一部改正の件 

 地域限定保育士試験の実施に関する試験実施方法書につ

いて内閣総理大臣より認定を受けたことに伴い、指定障害児

通所支援事業所等に置く保育士に地域限定保育士を含むこ

ととする。 

施行日：公布の日 

 

 

６ 大阪府障害者の雇用の

促進及び職業の安定に

係る法人の事業税の税

率等の特例に関する条

例一部改正の件 

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の経過措置期

間が終了することにより、障害者雇用率が２．５％から２．

７％に引き上げられることに伴い、障害者多数雇用中小法人

が事業税の額の控除を受けようとする場合に満たすべき要

件を変更する。 

〔改正前〕平均雇用労働者数が４０人未満のもの 

平均雇用障害者数 ２人を超えるもの 

〔改正後〕平均雇用労働者数が３７．５人未満のもの 

平均雇用障害者数 ２人を超えるもの 等 

施行日：令和８年７月１日 
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７ 大阪府立学校条例及び

大阪府教育センター条

例一部改正の件 

１ 府立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の増

減に伴い、府立学校の職員の定数を改定する。 

・高 等 学 校 〔改正前〕  ９，２５１人 

        〔改正後〕  ９，０７１人 

・特別支援学校 〔改正前〕  ５，５３０人 

        〔改正後〕  ５，６９７人 

    施行日：令和８年４月１日 

２ 府立高等学校再編整備計画に基づき、学びの多様化学校

として大阪府教育センター附属高等学校窓明分校を設置

する。 

３ 大阪府立門真西高等学校及び大阪府立懐風館高等学校

を廃止する。 

４ 大阪府教育センターの事業として、大阪府教育センター

附属高等学校窓明分校との連係及び協力に関することを

追加する。 

    施行日：規則で定める日 

 

８ 府費負担教職員定数条

例一部改正の件 

市町村立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の

増減並びに国の定数改善等に伴い、府費負担教職員の定数を

改定する。 

 ・小 学 校 〔改正前〕 １８，３６８人 

         〔改正後〕 １８，７０７人 

 ・中 学 校 〔改正前〕 １０，１８５人 

         〔改正後〕 １０，４６７人 

    施行日：令和８年４月１日 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

 
 

 

大
阪
府
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
条
例 

（
設
置
） 

第
一
条 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
立
の
高
等
学
校
等
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
い

う
。
）
に
お
け
る
教
育
改
革
の
推
進
に
係
る
事
業
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、
大
阪

府
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
積
み
立
て
た
資
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
、
確
実
か
つ
有
利
な
有

価
証
券
の
買
入
れ
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
四
条 

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間

及
び
利
率
を
定
め
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
運
用
収
益
の
処
理
） 

第
五
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金

の
管
理
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
場
合
の
ほ
か
、
基
金
に
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

（
処
分
） 

第
六
条 

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
事
業
に
必

要
な
経
費
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
任
） 

第
七
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 
 

 
 

大
阪
府
附
属
機
関
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
大
阪
府
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
大
阪
府
附
属
機
関
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

大
阪
府
防
災
会
議
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

大
阪
府
国
民
保
護
協
議
会
条
例
（
平
成
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
三
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
附
属
機
関
を
設
置

す
る
執
行
機
関
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
等
が
著
し
く
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
場
合

そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
報
酬
の
額

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
報
酬
の
額
を
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
一
時

間
に
つ
き
、
当
該
附
属
機
関
を
設
置
す
る
執
行
機
関
が

定
め
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
額

は
、
一
万
七
百
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

４ 

前
項
の
報
酬
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
応

じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
し
、
第
一
項
の
報
酬
の
支
給
と

併
せ
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
報

酬
の
額
の
合
計
額
並
び
に
第
一
項
及
び
前
項
の
報
酬

の
額
の
合
計
額
は
、
一
日
に
つ
き
五
万
五
千
円
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

５ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
三
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
附
属
機
関
を
設
置

す
る
執
行
機
関
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
等
が
著
し
く
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
場
合

そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
報
酬
の
額

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
報
酬
の
額
を
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
一
時

間
に
つ
き
、
当
該
附
属
機
関
を
設
置
す
る
執
行
機
関
が

定
め
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
額

は
、
第
一
項
の
報
酬
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

４ 

前
項
の
報
酬
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
応

じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
し
、
第
一
項
の
報
酬
の
支
給
と

併
せ
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

   

５ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一

万
八
千
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五

千
二
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九

千
八
百
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三

百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

大
阪
府
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
本
部
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
大
阪
府
条
例
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
公
益
認
定
等
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

大
阪
府
公
益
認
定
等
委
員
会
条
例
（
平
成
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

大
阪
府
行
政
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
二
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
し
、
幹

事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
し
、
幹

事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

本
部
員
及
び
専
門
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一

万
八
千
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
千

四
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 
本
部
員
及
び
専
門
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九

千
八
百
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
六
千
二

百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
十
二
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と

い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
十
二
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と

い
う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委

員
等
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委 

員
等
」
と
い
う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百 
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（
大
阪
府
職
員
基
本
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 
大
阪
府
職
員
基
本
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
委
員
の
求
め
に
応
じ
て
出
頭
し

た
当
事
者
及
び
関
係
人
の
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

大
阪
府
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
委
員
の
求
め
に
応
じ
て

出
頭
し
た
当
事
者
及
び
関
係
人
の
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例

第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

大
阪
府
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

大
阪
府
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例
（
平
成
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
二
号
）

円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
四
十
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円

と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
四
十
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円

と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
二
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
一
万
五
千

二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め

る
額
と
す
る
。 

（
報
酬
） 

第
二
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
八
千
三
百

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額

と
す
る
。 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
個
人
情
報
保
護
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

大
阪
府
個
人
情
報
保
護
審
議
会
条
例
（
令
和
四
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

大
阪
府
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

大
阪
府
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
大
阪
府
条
例
第
三
号
）

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
九
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
九
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
四
条 

審
議
会
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員

等
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円

と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

        

３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
四
条 

審
議
会
の
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員

等
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円

と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
等
が
著
し
く
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
場
合

そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
報
酬
の
額

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
報
酬
の
額
を
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
一
時

間
に
つ
き
、
九
千
八
百
円
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
報
酬
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
応

じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
し
、
第
一
項
の
報
酬
の
支
給
と

併
せ
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

５ 

（
略
） 
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

大
阪
府
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
十
八
年
大
阪
府
条
例
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
代
表
委
員
等
の
定
数
並
び
に
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

大
阪
府
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
代
表
委
員
等
の
定
数
並
び
に
委
員
等
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
子
ど
も
家
庭
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 

大
阪
府
子
ど
も
家
庭
審
議
会
条
例
（
令
和
五
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

協
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員

等
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円

と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

協
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員

等
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円

と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
四
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
四
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
委
員
等
の
報
酬
） 

第
三
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
委
員
の
場
合
に
あ
っ

て
は
日
額
一
万
八
千
円
と
し
、
専
門
調
査
員
の
場
合
に

あ
っ
て
は
日
額
一
万
千
四
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
委
員
等
の
報
酬
） 

第
三
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
委
員
の
場
合
に
あ
っ

て
は
日
額
九
千
八
百
円
と
し
、
専
門
調
査
員
の
場
合
に

あ
っ
て
は
日
額
六
千
二
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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（
大
阪
府
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

大
阪
府
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
条
例
（
平
成
十
一
年
大
阪
府
条
例
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
八
条 

大
阪
府
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例
（
平
成
二
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
八
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
九
条 
委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と

す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
等
が
著
し
く
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
場
合

そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
報
酬
の
額

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
報
酬
の
額
を
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
一
時

間
に
つ
き
、
一
万
七
百
円
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
報
酬
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
応

じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
し
、
第
一
項
の
報
酬
の
支
給
と

併
せ
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
報

酬
の
額
の
合
計
額
並
び
に
第
一
項
及
び
前
項
の
報
酬

の
額
の
合
計
額
は
、
一
日
に
つ
き
五
万
五
千
円
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

５ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
九
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と

す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

委
員
等
が
著
し
く
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
場
合

そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
報
酬
の
額

に
よ
り
難
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
報
酬
の
額
を
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
一
時

間
に
つ
き
、
九
千
八
百
円
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
報
酬
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
応

じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
し
、
第
一
項
の
報
酬
の
支
給
と

併
せ
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

   

５ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百

円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
生
活
衛
生
適
正
化
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
条 

大
阪
府
生
活
衛
生
適
正
化
審
議
会
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
小
売
商
業
紛
争
調
停
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
調
停
員
の
求
め
に
応
じ
て
出

頭
し
た
参
考
人
の
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
一
条 

大
阪
府
小
売
商
業
紛
争
調
停
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
調
停
員
の
求
め

に
応
じ
て
出
頭
し
た
参
考
人
の
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
大
阪
府
条
例
第

三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
環
境
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
二
条 

大
阪
府
環
境
審
議
会
条
例
（
平
成
六
年
大
阪
府
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
四
条 
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
四
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す
る
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
二
条 

調
停
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百

円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
二
条 

調
停
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

（
報
酬
） 
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（
大
阪
府
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
総
量
削
減
計
画
策
定
協
議
会
条
例
の
一

部
改
正
） 

第
二
十
三
条 

大
阪
府
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
総
量
削
減
計
画
策
定
協
議

会
条
例
（
平
成
四
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
水
防
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
四
条 

大
阪
府
水
防
協
議
会
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

大
阪
府
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額

は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、

日
額
一
万
千
四
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

第
八
条 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額

は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、

日
額
六
千
二
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一

万
八
千
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
千

四
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九

千
八
百
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
六
千
二

百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
六
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と

し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
六
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
日
額
九
千
八
百
円
と
し
、

幹
事
の
報
酬
の
額
は
日
額
八
千
三
百
円
と
す
る
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
及
び
特
別
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一

万
八
千
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五

千
二
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
及
び
特
別
委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九

千
八
百
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三

百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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（
大
阪
府
土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
六
条 

大
阪
府
土
地
利
用
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
事
業
認
定
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

大
阪
府
事
業
認
定
審
議
会
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
七
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
八
条 

大
阪
府
建
築
審
査
会
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
開
発
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
九
条 

大
阪
府
開
発
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
六
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と 

い
う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
六
条 

委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と 

い
う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
及
び
費
用
弁
償
） 

第
六
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２―

６ 

（
略
） 

（
報
酬
及
び
費
用
弁
償
） 

第
六
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２―

６ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 
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（
大
阪
府
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
条 

大
阪
府
都
市
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
一
条 

大
阪
府
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
二
条 

大
阪
府
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２
・
３ 
（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い

う
。）
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
九
条 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額

は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、

日
額
一
万
千
四
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
九
条 

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
報
酬
の
額

は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
し
、
幹
事
の
報
酬
の
額
は
、

日
額
六
千
二
百
円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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第
三
十
三
条 

大
阪
府
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
社
会
教
育
委
員
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
四
条 

大
阪
府
社
会
教
育
委
員
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
） 

第
三
十
五
条 

大
阪
府
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
（
令
和
七
年
大
阪
府
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
文
化
財
保
護
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
六
条 

大
阪
府
文
化
財
保
護
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
大
阪
府
条
例
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百

円
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
八
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と

す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
四
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円

と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
四
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
二
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
八
千
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
二
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
八
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 
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（
大
阪
府
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
七
条 
大
阪
府
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
五
年
大
阪
府
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
立
図
書
館
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
八
条 

大
阪
府
立
図
書
館
協
議
会
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
九
条 

大
阪
府
警
察
署
協
議
会
条
例
（
平
成
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

（
報
酬
） 

第
六
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円

と
す
る
。 

２
・
３ 
（
略
） 

（
報
酬
） 

第
六
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
二
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円

と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
二
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円

と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
七
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
一
万
五
千
二
百
円

と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
報
酬
） 

第
五
条 

委
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
八
千
三
百
円
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 
 

 
 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に 

 
 

 
 

 
 

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
手
当
） 

第
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

初
任
給
調
整
手
当
（
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及

び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
い
う
。
） 

 

三―

二
十
三 

（
略
） 

 

（
初
任
給
調
整
手
当
） 

第
十
二
条 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第

一
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の

日
か
ら
三
十
五
年
以
内
、
第
二
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
十
五
年
以
内
、
第
三

号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日

か
ら
五
年
以
内
の
期
間
、
採
用
の
日
（
第
一
号
に
掲
げ

る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
採
用
後
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日
）
か
ら
一
年
を
経

過
す
る
ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
支
給
す
る
。 

 

一―

三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職

員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に

は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
一
種
初
任
給
調
整
手

当
を
支
給
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当

を
支
給
す
る
職
員
の
範
囲
、
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当

の
支
給
期
間
及
び
支
給
額
そ
の
他
第
一
種
初
任
給
調

整
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
二 

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、

採
用
の
日
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料

表
の
給
料
月
額
の
う
ち
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
同
条
第
二

項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
（
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
額
）
並
び
に
こ
れ
に
第
十
三
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の

合
計
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の

額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
人
事
委
員
会

（
手
当
） 

第
十
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

初
任
給
調
整
手
当 

  
三―

二
十
三 

（
略
） 

 

（
初
任
給
調
整
手
当
） 

第
十
二
条 
初
任
給
調
整
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
、
第
一
号
に

掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら

三
十
五
年
以
内
、
第
二
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
十
五
年
以
内
、
第
三
号
に
掲

げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日
か
ら
五

年
以
内
の
期
間
、
採
用
の
日
（
第
一
号
に
掲
げ
る
職
に

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
採
用
後
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
日
）
か
ら
一
年
を
経
過
す
る

ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
支
給
す
る
。 

 

一―

三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
同
項

の
規
定
に
準
じ
て
、
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給

す
る
職
員
の
範
囲
、
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及

び
支
給
額
そ
の
他
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 
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規
則
で
定
め
る
も
の
を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た

額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
（
以

下
「
特
定
額
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
在
勤
す
る
地
域

に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い

う
。
）
を
下
回
る
も
の
に
は
、
採
用
の
日
か
ら
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
二
種
初
任
給
調

整
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
は
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
基
準
額
と
特
定
額
と

の
差
額
を
月
額
に
換
算
し
た
額
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職

員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
第
二
種
初
任
給
調
整

手
当
を
支
給
す
る
。 

４ 

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
種
初
任
給

調
整
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
通
勤
手
当
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

通
勤
の
た
め
自
動
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
で

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
自
動
車

等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

職
員
（
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員

で
あ
つ
て
自
動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ

り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片

道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

 

三 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運

賃
等
を
負
担
し
、
か
つ
、
自
動
車
等
を
使
用
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、

又
は
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員

で
あ
つ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る

も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

六
万
六
千
四
百

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
の
使
用
距
離

の
区
分
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

（
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤

務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
一
週
間
の
勤

務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
職
員
（
一
月

当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

                        

（
通
勤
手
当
） 

第
十
四
条 
（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

通
勤
の
た
め
自
転
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
で

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
自
転
車

等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

職
員
（
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員

で
あ
つ
て
自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ

り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片

道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

 

三 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運

賃
等
を
負
担
し
、
か
つ
、
自
転
車
等
を
使
用
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、

又
は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
以
外
の
職
員

で
あ
つ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る

も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤

務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
法
第
二
十
六
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
一
週
間
の
勤

務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
職
員
（
一
月

当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
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額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
に
支
給
対
象
期

間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

                                       

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を

利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒

歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距

離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用

距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
区
分
に
応
じ
、
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に

定
め
る
額
の
合
計
額
、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
前

号
に
定
め
る
額 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自

動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利

用
形
態
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た

す
も
の
に
限
る
。
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を

利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 
 

一 

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当 

五
千
円
を
超
え

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）
に
支
給
対
象
期

間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

  
 

イ 

自
転
車
等
の
使
用
距
離
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
使
用
距
離
」
と
い
う
。
）
が
片
道
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

二
千
円 

 
 

ロ 

使
用
距
離
が
片
道
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

四
千
二
百

円 
 

 

ハ 

使
用
距
離
が
片
道
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十 

 

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

七
千
三

百
円 

 
 

ニ 

使
用
距
離
が
片
道
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

一
万

四
百
円 

 
 

ホ 

使
用
距
離
が
片
道
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

一

万
三
千
五
百
円 

 
 

ヘ 

使
用
距
離
が
片
道
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

一

万
六
千
六
百
円 

 
 

ト 

使
用
距
離
が
片
道
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

一

万
九
千
七
百
円 

 
 

チ 
使
用
距
離
が
片
道
三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

二

万
二
千
八
百
円 

 
 

リ 

使
用
距
離
が
片
道
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

二

万
五
千
九
百
円 

 
 

ヌ 

使
用
距
離
が
片
道
四
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

二

万
九
千
百
円 

 
 

ル 

使
用
距
離
が
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 

三

万
二
千
三
百
円 

 
 

ヲ 

使
用
距
離
が
片
道
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員 
三

万
五
千
五
百
円 

 
 

ワ 

使
用
距
離
が
片
道
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
職
員 

三
万
八
千
七
百
円 
 

三 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

交
通
機
関
等
を

利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒

歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距

離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
転
車
等
の
使
用

距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
区
分
に
応
じ
、
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に

定
め
る
額
の
合
計
額
、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
前

号
に
定
め
る
額 

３
・
４ 

（
略
） 
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（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
大
阪
府

条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料

金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
額
に
支
給
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

額 
 

二 
前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当 

前 
 

 

三
項
の
規
定
に
よ
る
額 

６ 

運
賃
等
相
当
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二
号
に
定

め
る
額
、
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二

以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
及
び
前

項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
を
支
給
対
象
期
間

の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職

員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
対
象
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

７
・
８ 

（
略
） 

      

５ 

運
賃
等
相
当
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二
号
に
定

め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が

二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合

計
額
を
支
給
対
象
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が

十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
対

象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

６
・
７ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
給
与
の
種
類
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

手
当
の
種
類
は
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養

手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴

任
手
当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間

外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿

日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
退
職
手
当
と

す
る
。 

 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
） 

第
五
条 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
は
、
新
た
に
採
用
さ

れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
採
用
の
日
に
お
い
て
、
当
該
職

員
に
支
給
さ
れ
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
料
及
び

こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
合
計
額
が
、
そ
の
在
勤
す

る
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮

し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
を
下
回
る
も
の
に
対
し

て
支
給
す
る
。 

 

第
六
条
・
第
七
条 

（
略
） 

 

（
住
居
手
当
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
単

身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者
が
居

住
す
る
た
め
の
住
宅
（
任
命
権
者
が
定
め
る
住
宅
を

除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
も

の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る

（
給
与
の
種
類
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

手
当
の
種
類
は
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手

当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、

特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
及
び
退
職
手
当
と
す
る
。 

  

第
四
条 

（
略
） 

          

第
五
条
・
第
六
条 

（
略
） 

 

（
住
居
手
当
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
単

身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者
が
居

住
す
る
た
め
の
住
宅
（
任
命
権
者
が
定
め
る
住
宅
を

除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
も

の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る



1
-
2
7
 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
委
任
） 

２ 

こ
の
条
例
（
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
。 

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

も
の 

 
（
通
勤
手
当
） 

第
九
条 

通
勤
手
当
は
、
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有

料
の
道
路
を
利
用
し
、
か
つ
、
そ
の
運
賃
又
は
料
金
を

負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
及
び
そ
の
他
の

職
員
で
通
勤
の
た
め
自
動
車
等
の
交
通
の
用
具
を
使

用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
任
命
権
者
が
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
徒
歩
に
よ

り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対

し
て
支
給
す
る
。 

 

第
十
条―

第
二
十
四
条 

（
略
） 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適

用
除
外
） 

第
二
十
五
条 

第
六
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
地
方

公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定

は
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

も
の 

 

（
通
勤
手
当
） 

第
八
条 

通
勤
手
当
は
、
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有

料
の
道
路
を
利
用
し
、
か
つ
、
そ
の
運
賃
又
は
料
金
を

負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
及
び
そ
の
他
の

職
員
で
通
勤
の
た
め
自
転
車
等
の
交
通
の
用
具
を
使

用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
任
命
権
者
が
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
徒
歩
に
よ

り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対

し
て
支
給
す
る
。 

 

第
九
条―

第
二
十
三
条 

（
略
） 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適

用
除
外
） 

第
二
十
四
条 

第
五
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
は
、
地
方

公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定

は
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
技
能
労
務
職
員
で
あ
る
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の

特
例
） 

第
九
条 

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
五
号
）

第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
技
能
労
務
職
員
（
特

定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
特

定
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
技
能
労
務
職
員
で
あ
る
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の

特
例
） 

第
九
条 

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
大
阪
府
条
例
第
五
号
）

第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
技
能
労
務
職
員
（
特

定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
特

定
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 
 

 
 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
死
体
取
扱
手
当
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

 

一 

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤
務
す
る

職
員
（
給
与
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給

料
の
調
整
額
が
定
め
ら
れ
た
職
に
在
職
す
る
職
員

を
除
く
。
）
が
、
死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
死
体
の
検
案
又
は
解
剖
に
関
す
る
業
務
に
従
事

し
た
と
き
。 

 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 
 

イ 

医
師
及
び
臨
床
検
査
技
師 

六
百
五
十
円 

 
 

ロ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

業 

務 

区 
 

分 

手 

当 

の 

額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

前
項
第

四
号
に

掲
げ
る

業
務 

一 

週
休
日
又
は
指

定
日
等
に
お
い
て
、

従
事
し
た
時
間
が

引
き
続
き
三
時
間

以
上
で
あ
る
と
き
。 

二 

四
時
間
勤
務
日

等
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時
間
以
外

に
従
事
し
た
時
間

が
引
き
続
き
三
時

間
以
上
で
あ
る
と

き
。 

三
、
九
〇
〇
円 

三 

週
休
日
又
は
指

定
日
等
に
お
い
て
、

従
事
し
た
時
間
が

引
き
続
き
二
時
間

以
上
三
時
間
未
満

で
あ
る
と
き
。 

四 

四
時
間
勤
務
日

等
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時
間
以
外

に
従
事
し
た
時
間

が
引
き
続
き
二
時

間
以
上
三
時
間
未

満
で
あ
る
と
き
。 

二
、
六
〇
〇
円 

（
死
体
取
扱
手
当
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

 

一 

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤
務
す
る

職
員
（
医
師
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
が
、
死
体
解

剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
死
体
の
検
案
又
は
解

剖
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

  
 

二 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

一 
（
略
） 

 
 

イ 
衛
生
検
査
技
師 

六
百
五
十
円 

 
 

ロ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

業 

務 

区 
 

分 

手 

当 

の 

額 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

前
項
第

四
号
に

掲
げ
る

業
務 

一 

週
休
日
又
は
指

定
日
等
に
お
い
て
、

従
事
し
た
時
間
が

引
き
続
き
四
時
間

以
上
で
あ
る
と
き
。 

二 

四
時
間
勤
務
日

等
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時
間
以
外

に
従
事
し
た
時
間

が
引
き
続
き
四
時

間
以
上
で
あ
る
と

き
。 

三
、
六
〇
〇
円 

三 

週
休
日
又
は
指

定
日
等
に
お
い
て
、

従
事
し
た
時
間
が

引
き
続
き
二
時
間

以
上
四
時
間
未
満

で
あ
る
と
き
。 

四 

四
時
間
勤
務
日

等
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時
間
以
外

に
従
事
し
た
時
間

が
引
き
続
き
二
時

間
以
上
四
時
間
未

満
で
あ
る
と
き
。 

一
、
八
〇
〇
円 
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第
二
条 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
（
併
給
禁
止
） 

第
二
十
一
条 

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤

務
す
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
給
料
の
調
整
額
が
定
め
ら
れ
た
職
に
在
職

す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
防
疫
等
作
業
手
当
（
第
九
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
五
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
支

給
し
な
い
。 

２―

５ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
併
給
禁
止
） 

第
二
十
一
条 

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤

務
す
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
給
料
の
調
整
額
が
定
め
ら
れ
た
職
に
在
職

す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
防
疫
等
作
業
手
当
（
第
九
条

第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係

る
も
の
に
限
る
。）
は
支
給
し
な
い
。 

 

２―

５ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一 

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規

定
す
る
警
報
が
さ
れ
て
い
る
状
況
下
（
こ
れ
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
土
木
事
務
所
そ
の
他
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤
務
す
る
職

員
が
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
箇
所
又
は
次
に
掲
げ
る
箇
所
に
お
い
て
巡
回

監
視
、
応
急
作
業
又
は
応
急
作
業
の
た
め
の
災
害
状

況
の
調
査
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 
 

イ―

ト 

（
略
） 

 

二―

五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一 
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す

る
警
報
が
さ
れ
て
い
る
状
況
下
（
こ
れ
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
、
土
木
事
務
所
そ
の
他
の
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤
務
す
る
職
員
が
、

第
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

箇
所
又
は
次
に
掲
げ
る
箇
所
に
お
い
て
巡
回
監
視
、

応
急
作
業
又
は
応
急
作
業
の
た
め
の
災
害
状
況
の

調
査
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 
 

イ―

ト 

（
略
） 

 

二―

五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

大
阪
府
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業 

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

（
大
阪
府
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

大
阪
府
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一 

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十

三
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導

員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
保
育
士
（
法
第
十

八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
及

び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
る
同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家

戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

 

指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供

を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発

達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育

士
の
合
計
数
が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

２―

９ 

（
略
） 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
六
条 

（
略
） 

 
一 

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十

三
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導

員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
保
育
士
（
児
童
福

祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特

別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

指

定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行

う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支

援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の

合
計
数
が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数 

  
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

２―

９ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
五
条 

（
略
） 
 

一
・
二 

（
略
） 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
五
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 
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（
大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

三 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
二
十

九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
及
び
児
童
福
祉

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附

則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略

特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第

十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

次
に

掲
げ
る
員
数 

 
 

イ―

ハ 

（
略
） 

 

四―

六 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

 

三 

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
児
童
福
祉
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九

号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区

域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条

の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

次
に
掲
げ
る

員
数 

  
 

イ―

ハ 

（
略
） 

 

四―

六 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
職
員
の
資
格
等
） 

第
六
条 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も

園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
う
ち
満
三
歳

未
満
の
子
ど
も
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
者
は
、
保
育

士
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育

士
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国

家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）（
以
下
「
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）

第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
格
を

有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２―

６ 

（
略
） 

 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
二 

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
園
児
に

対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号

（
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育

法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当

該
園
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
職
員
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
職
員
の
資
格
等
） 

第
六
条 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も

園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
う
ち
満
三
歳

未
満
の
子
ど
も
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
者
は
、
保
育

士
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る

同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家

戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

（
以
下
「
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。
）
第

十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区

域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
格
を
有

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
  

２―

６ 

（
略
） 

 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
二 

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
園
児
に

対
し
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
（
幼
稚
園
型
認

定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
二
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第

一
項
各
号
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
園
児
の
心
身

に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
職
員
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 



1
-
3
2
 

（
大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
大
阪
府
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

大
阪
府
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
令
和
七

年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

１ 

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園

の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条

の
十
八
第
一
項
（
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十

二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
十
八

第
一
項
の
登
録
（
以
下
備
考
１
に
お
い
て
「
登
録
」

と
い
う
。）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）、
教
頭
（
幼

稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登

録
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
、
主
幹
保
育
教
諭
、

指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は

講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接

従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。 

 
 

２―

４ 

（
略
） 

４―

７ 

（
略
） 

 
 

１ 

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園

の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条

の
十
八
第
一
項
（
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十

二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
登
録
（
以
下
備
考
１
に
お
い
て
「
登

録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、
教

頭
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か

つ
、
登
録
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）、
主
幹
保
育

教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教

諭
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育

に
直
接
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。 

  
 

２―

４ 

（
略
） 

４―

７ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 
改
正
前 

 
 

（
十
人
以
上
の
乳
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
の
職
員
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
看
護
師
は
、
保
育
士
（
法

第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士

及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る

同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家

戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
附
則
第
八
項
、
附
則
第
十

八
項
及
び
附
則
第
十
九
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又

は
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
十
人
の
乳
幼
児
が
入
所
す
る
乳
児

院
に
あ
っ
て
は
二
人
以
上
、
十
人
を
超
え
る
乳
幼
児
が

入
所
す
る
乳
児
院
に
あ
っ
て
は
乳
幼
児
の
数
が
お
お

む
ね
十
人
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
以
上
の
看
護

師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４―

６ 

（
略
） 

（
十
人
以
上
の
乳
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
の
職
員
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
看
護
師
は
、
保
育
士
（
児

童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法

律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附

則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特

別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二

条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
を
含
む
。
附
則
第
八
項
、
附
則
第
十
八
項
及

び
附
則
第
十
九
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
児
童

指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
十
人
の
乳
幼
児
が
入
所
す
る
乳
児
院
に
あ
っ

て
は
二
人
以
上
、
十
人
を
超
え
る
乳
幼
児
が
入
所
す
る

乳
児
院
に
あ
っ
て
は
乳
幼
児
の
数
が
お
お
む
ね
十
人

増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
以
上
の
看
護
師
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４―

６ 

（
略
） 

 
 



1
-
3
3
 

（
大
阪
府
福
祉
行
政
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

大
阪
府
福
祉
行
政
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
職
員
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

 

一―

三 
（
略
） 

 

四 

保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地

域
限
定
保
育
士
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
二

項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士

を
含
む
。
以
下
同
じ
。） 

 

五―

九 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

（
職
員
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

 

一―

三 

（
略
） 

 

四 

保
育
士
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定

す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以

下
同
じ
。） 

  

五―

九 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 
改
正
前 

 
 

（
納
入
義
務
者
及
び
金
額
） 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）、
児

童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年

法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同

法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

（
以
下
「
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。
）、
児

童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）、
児
童

福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令

第
三
百
三
十
七
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
十
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施

行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）（
以
下
「
旧

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
及
び
児

童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
に
関
し
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
の
手

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

項 

区 

分 

金 

額 

一 

法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の

保
育
士
試
験
を
受
け
よ
う
と

す
る
者 

（
略
） 

二 

法
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項

の
保
育
士
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者 

 

（
略
） 

（
納
入
義
務
者
及
び
金
額
） 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
同
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国

家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）（
以
下
「
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）
、

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四

号
）
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七

年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第

十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
以

下
「
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）

及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省

令
第
十
一
号
）
に
基
づ
く
事
務
に
関
し
、
次
の
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

金
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

項 

区 

分 

金 

額 

一 

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
八

第
二
項
の
保
育
士
試
験
を
受

け
よ
う
と
す
る
者 

（
略
） 

二 

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十

八
第
三
項
の
保
育
士
登
録
を

受
け
よ
う
と
す
る
者 

 

（
略
） 
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三 

法
第
十
八
条
の
二
十
八
第
一

項
の
地
域
限
定
保
育
士
試
験

を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

一
二
、

七
〇
〇 

四 

法
第
十
八
条
の
二
十
八
第
二

項
の
地
域
限
定
保
育
士
登
録

を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

四
、
二

〇
〇 

五 

旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第

十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
の

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保

育
士
の
登
録
を
受
け
よ
う
と

す
る
者 

（
略
） 

六 

令
第
十
七
条
第
一
項
の
保
育

士
登
録
証
の
書
換
え
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者 
（
略
） 

七 

令
第
十
八
条
第
一
項
の
保
育

士
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者 

（
略
） 

八 

 

令
第
二
十
条
の
六
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第

十
七
条
第
一
項
の
保
育
士
登

録
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者 

一
、
六

〇
〇 

九 

令
第
二
十
条
の
六
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第

十
八
条
第
一
項
の
保
育
士
登

録
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者 

一
、
一

〇
〇 

十 

旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施

行
令
第
九
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
七

条
第
一
項
の
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
の

書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者 

（
略
） 

十
一 

旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施

行
令
第
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
十
八
条
第
一
項
の

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保

育
士
登
録
証
の
再
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者 

（
略
） 

十
二 

規
則
第
六
条
の
十
一
の
二
の

規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
の

全
部
の
免
除
の
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者 

（
略
） 

十
三 

規
則
第
六
条
の
五
十
四
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

規
則
第
六
条
の
十
一
の
二
の

規
定
に
よ
る
地
域
限
定
保
育

士
試
験
の
全
部
の
免
除
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
者 

二
、
四

○
○ 

２ 

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

三 

旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第

十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児

童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八

第
三
項
の
国
家
戦
略
特
別
区

域
限
定
保
育
士
登
録
を
受
け

よ
う
と
す
る
者 

（
略
） 

四 

児
童
福
祉
法
施
行
令
第
十
七

条
第
一
項
の
保
育
士
登
録
証

の
書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者 

（
略
） 

五 

児
童
福
祉
法
施
行
令
第
十
八

条
第
一
項
の
保
育
士
登
録
証

の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者 

（
略
） 

 

 
 

    

 

 

 
 

    

 

六 

旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施

行
令
第
九
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉

法
施
行
令
第
十
七
条
第
一
項

の
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
登
録
証
の
書
換
え
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

（
略
） 

七 

旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施

行
令
第
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
児
童
福
祉
法
施
行
令
第

十
八
条
第
一
項
の
国
家
戦
略

特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録

証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者 

（
略
） 

八 

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
六

条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
よ

る
保
育
士
試
験
の
全
部
の
免

除
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者 

（
略
） 

 

    
 

 

 

２ 

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
知
事
が
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
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附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

と
と
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
試
験
機

関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
保
育
士
試
験
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
又
は
保
育
士
試
験
の
全
部
の
免
除
の
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
表
一
の
項
又
は
十
二
の

項
に
定
め
る
金
額
の
手
数
料
を
当
該
指
定
試
験
機
関

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知

事
が
地
域
限
定
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
指
定
地
域
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
地
域
限

定
保
育
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
地
域
限

定
保
育
士
試
験
の
全
部
の
免
除
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
一
項
の
表
三
の
項
又
は
十
三
の
項
に
定

め
る
金
額
の
手
数
料
を
当
該
指
定
地
域
試
験
機
関
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定

地
域
試
験
機
関
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
指
定

試
験
機
関
又
は
指
定
地
域
試
験
機
関
の
収
入
と
す
る
。 

わ
せ
る
こ
と
と
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指

定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
保
育
士
試
験
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
又
は
保
育
士
試
験
の
全
部
の
免
除

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
表
一
の
項
又

は
八
の
項
に
定
め
る
金
額
の
手
数
料
を
当
該
指
定
試

験
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

        

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
付
さ
れ

た
手
数
料
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
の
収
入
と
す
る
。 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

大
阪
府
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
職
業
の
安
定
に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
税 

率
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

大
阪
府
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
職
業
の
安
定
に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
税
率
等
の
特
例

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
大
阪
府
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
職
業
の
安
定
に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
税

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

 
 

イ 

一
の
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日

に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
合
計

数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

（
以
下
「
平
均
雇
用
労
働
者
数
」
と
い
う
。
）
が

三
十
七
・
五
人
未
満
の
法
人 

二
人 

 
 

ロ 

平
均
雇
用
労
働
者
数
が
三
十
七
・
五
人
以
上
七

十
四
・
五
人
未
満
の
法
人 

三
人 

 
 

ハ 

平
均
雇
用
労
働
者
数
が
七
十
四
・
五
人
以
上
百

人
以
下
の
法
人 

四
人 

 

（
障
害
者
多
数
雇
用
中
小
法
人
に
係
る
不
均
一
課
税
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

障
害
者
多
数
雇
用
中
小
法
人
の
区
分 

金 

額 

平
均
雇
用
労

働
者
数
が
三

十
七
・
五
人
未

満
の
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

平
均
雇
用
労

働
者
数
が
三

十
七
・
五
人
以

上
七
十
四
・
五

人
未
満
の
も

の 

（
略
） 

（
略
） 

平
均
雇
用
労

働
者
数
が
七

十
四
・
五
人
以

上
百
人
以
下

の
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

 
 

イ 

一
の
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日

に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
合
計

数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

（
以
下
「
平
均
雇
用
労
働
者
数
」
と
い
う
。
）
が

四
十
人
未
満
の
法
人 

二
人 

 
 

ロ 
平
均
雇
用
労
働
者
数
が
四
十
人
以
上
八
十
人

未
満
の
法
人 

三
人 

 
 

ハ 

平
均
雇
用
労
働
者
数
が
八
十
人
以
上
百
人
以

下
の
法
人 

四
人 

 

（
障
害
者
多
数
雇
用
中
小
法
人
に
係
る
不
均
一
課
税
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

障
害
者
多
数
雇
用
中
小
法
人
の
区
分 

金 

額 

平
均
雇
用
労

働
者
数
が
四

十
人
未
満
の

も
の 

（
略
） 
（
略
） 

平
均
雇
用
労

働
者
数
が
四

十
人
以
上
八

十
人
未
満
の

も
の 

（
略
） 

（
略
） 

平
均
雇
用
労

働
者
数
が
八

十
人
以
上
百

人
以
下
の
も

の 

（
略
） 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 
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率
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度

分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 
 

 
 

大
阪
府
立
学
校
条
例
及
び
大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条 

 
 

 
 

 
 

例 

（
大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
大
阪
府
立
学
校
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条 

大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条 

大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

高
等
学
校 

九
、
〇
七
一
人 

 

三 

特
別
支
援
学
校 

五
、
六
九
七
人 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

高
等
学
校 

九
、
二
五
一
人 

 

三 

特
別
支
援
学
校 

五
、
五
三
〇
人 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

名 
 
 

称 

位 
 
 

置 

（
略
） 

（
略
） 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附

属
高
等
学
校 

（
略
） 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附

属
高
等
学
校
窓
明
分
校 

同 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附
属
高
等
学
校
及
び

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附
属
高
等
学
校
窓
明
分

校
は
、
大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
と
の
連
係
及
び
協

力
の
下
に
教
育
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

名 
 
 

称 

位 
 
 

置 

（
略
） 

（
略
） 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附

属
高
等
学
校 
（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附
属
高
等
学
校
は
、
大

阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
と
の
連
係
及
び
協
力
の
下

に
教
育
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

名 
 
 

称 

位 
 
 

置 

（
略
） 

（
略
） 

大
阪
府
立
守
口
東
高
等
学

校 

（
略
） 

 
 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

名 
 
 

称 

位 
 
 

置 

（
略
） 

（
略
） 

大
阪
府
立
守
口
東
高
等
学

校 

（
略
） 

大
阪
府
立
門
真
西
高
等
学

校 

門
真
市
柳
田
町 
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（
大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規

定
は
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

大
阪
府
立
金
剛
高
等
学
校 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
阪
府
立
金
剛
高
等
学
校 

（
略
） 

大
阪
府
立
懐
風
館
高
等
学

校 

羽
曳
野
市
大
黒 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
事
業
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一―

四 

（
略
） 

 

五 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附
属
高
等
学
校
及
び
大

阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附
属
高
等
学
校
窓
明
分
校
と

の
連
係
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

（
略
） 

（
事
業
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一―
四 

（
略
） 

 

五 

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー
附
属
高
等
学
校
と
の
連

係
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。 

  

六 

（
略
） 

 
 



 
1
-
4
0 

 

大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

府
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
府
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
府
費
負
担
教
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一 

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
） 

 
 
 

一
八
、
七
〇
七
人 

 

二 

中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
） 

 
 
 

一
〇
、
四
六
七
人 

 

三 

（
略
） 

（
府
費
負
担
教
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一 

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
） 

 
 
 

一
八
、
三
六
八
人 

 

二 

中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
） 

 
 
 

一
〇
、
一
八
五
人 

 

三 

（
略
） 

 
 


